
インタフェース仕様書市町村編修正履歴 

 

                                （内容現在 平成２３年９月３０日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１ １３ 

ページ番号 １３ 

項番２２～２６の備考 

 
１ １３ 

ページ番号 １３ 

項番２２～２６の備考 

※１１を追加 
１ 

２ １５ 

－ 

 

１ １５ 

ページ番号 １５ 

※１１：障害者支援施設又は旧法

指定施設の入所者のうち補足給付

の支給対象となる者については、

本項目に補足給付情報を設定する

（共同生活介護、共同生活援助の

補足給付情報は本項目に設定しな

い）。 

１ 

３ １８ 

－ 

 

１ １８ 

ページ番号 １８ 

（４）共同生活介護特定障害者特

別給付、共同生活援助特定障害者

特別給付 

①決定支給量：なし 

②設定方法 ：設定しない。 

③点検方法 ：国保連合会にて決

定支給期間と実績を点検する。決

定支給期間外の場合は「エラー」

とする。なお、補足給付の上限額

と実績（給付費請求額）を点検す

る。１事業所からの請求において、

実績（給付費請求額）が上限額を

超過した場合は、「エラー」とす

る。複数事業所からの請求におい

て、各事業所からの実績（給付費

請求額）の合計が上限額を超過し

た場合は「警告」とする。 

１ 

４ ８０ 

ページ番号 ８０ 

① 居宅介護、重度訪問介護、行

動援護、児童デイサービス及

び短期入所 

１ ８０ 

ページ番号 ８０ 

① 居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、児童デイ

サービス及び短期入所 

１ 

５ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番３８、３９の出力対象項目 

J131：空白 
１ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番３８、３９の出力対象項目 

J131：○に変更 
１ 

６ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番３８の内容 

給付費請求額を設定 
１ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番３８の内容 

給付費請求額を設定する 
１ 

７ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番３９の内容 

実績記録票に記載された実費算

定額を設定する 

１ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番３９の内容 

実費算定額を設定する 
１ 

８ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番２９の内容 

サービス種類ごとに実績記録票

の実費算定額を設定する 

１ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番２９の内容 

サービス種類ごとに算定する日数

を設定する 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

９ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番３０、３１の出力対象項目 

J131：空白 
１ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番３０、３１の出力対象項目 

J131：○に変更 
１ 

１０ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番３０の内容 

サービス種類ごとに給付費請求

額を設定 

１ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番３０の内容 

サービス種類ごとに給付費請求額

を設定する 

１ 

１１ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番３１の内容 

サービス種類ごとに利用者が負

担する実費の額を設定する 

１ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番３１の内容 

サービス種類ごとに実費算定額を

設定する 

１ 

１２ １２１ 

ページ番号 １２１ 
※３：【サービス提供年月が平成
２１年１０月以降の場合】の２ 
例３ ： 単位数単価が１０円以

外の地域に所在する事業所にお

いて 1枚の明細書に「旧指定知的

障害者入所更生施設」おける・・・

１ １２１ 

ページ番号 １２１ 
※３：【サービス提供年月が平成
２１年１０月以降の場合】の２ 
例３ ： 単位数単価が１０円以

外の地域に所在する事業所におい

て 1 枚の明細書に「旧指定知的障

害者入所更生施設」における・・・

１ 

１３ １２１ 

ページ番号 １２１ 
※３：【サービス提供年月が平成
２１年４月以降９月以前の場合】
の２ 
例３ ： 単位数単価が１０円以

外の地域に所在する事業所にお

いて 1枚の明細書に「旧指定知的

障害者入所更生施設」おける・・・

１ １２１ 

ページ番号 １２１ 
※３：【サービス提供年月が平成
２１年４月以降９月以前の場合】
の２ 
例３ ： 単位数単価が１０円以

外の地域に所在する事業所におい

て 1 枚の明細書に「旧指定知的障

害者入所更生施設」における・・・

１ 

１４ １２１ 

ページ番号 １２１ 
※３：【サービス提供年月が平成
２１年３月以前の場合】の２ 
例３ ： 単位数単価が１０円以

外に所在する事業所において 1

枚の明細書に「旧指定知的障害者

入所更生施設」おける・・・ 

１ １２１ 

ページ番号 １２１ 
※３：【サービス提供年月が平成
２１年３月以前の場合】の２ 
例３ ： 単位数単価が１０円以

外に所在する事業所において 1 枚

の明細書に「旧指定知的障害者入

所更生施設」における・・・ 

１ 

１５ １２５ 

ページ番号 １２５ 

項番２１～２４の項目名 

合計２（通院介護（伴う）） 
１ １２５ 

ページ番号 １２５ 

項番２１～２４の項目名 

合計２（通院介護（伴う）、同行

援護（伴う）） 

１ 

１６ １２５ 

ページ番号 １２５ 

項番２８～３０の項目名 

合計４（通院介護（伴ず）） 
１ １２５ 

ページ番号 １２５ 

項番２８～３０の項目名 

合計４（通院介護（伴ず）、同行

援護（伴ず）） 

１ 

１７ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番９の内容 

居宅介護、行動援護、重度訪問介

護において、複数の明細情報レコ

ード（サービス提供時間）が一連

のサービス提供であることを識

別するための番号 

１ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番９の内容 

居宅介護、重度訪問介護、同行援

護、行動援護において、複数の明

細情報レコード（サービス提供時

間）が一連のサービス提供である

ことを識別するための番号 

１ 

１８ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番１２の内容 

居宅介護および、重度包括のサー

ビス種別を判定する為に、決定コ

ード 6桁を設定 

１ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番１２の内容 

居宅介護、同行援護および、重度

包括のサービス種別を判定する為

に、決定コード 6桁を設定 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１９ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番１３の内容 

資格要件対象のサービスのみ設
定 
居宅介護（11：１・２級等 12：

３級等 13：重訪）行動援護（21：

１・２級等 22：減算） 

１ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番１３の内容 

資格要件対象のサービスのみ設定

居宅介護（11：１・２級等 12：

３級等 13：重訪） 

同行援護（11：１・２級等 12：

３級等） 

行動援護（21：１・２級等 22：

減算） 

１ 

２０ １２９ 

－ 

 １ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番１３の備考 

※７を追加 
１ 

２１ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番２１の内容 

居宅介護サービスにおいて、前月

から継続したサービス提供を行

った場合、１を設定する 

１ １２９ 

ページ番号 １２９ 

項番２１の内容 

居宅介護、同行援護において、前

月から継続したサービス提供を行

った場合、１を設定する 

１ 

２２ １３１ 

ページ番号 １３１ 

 

※３：居宅介護、行動援護、重度

訪問介護において、サービス

提供年月内でサービス提供

の順に１から通番を採番す

る。ただし、居宅介護におい

ては一連のサービス提供を

行った場合（サービス間隔が

2時間未満の場合）、一連の

サービス提供について同一

番号を設定する。･･･ 

１ １３１ 

ページ番号 １３１ 

 

※３：居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護において、

サービス提供年月内でサービ

ス提供の順に１から通番を採

番する。ただし、居宅介護、

同行援護においては一連のサ

ービス提供を行った場合（サ

ービス間隔が 2 時間未満の場

合）、一連のサービス提供に

ついて同一番号を設定す

る。･･･ 

１ 

２３ １３１ 

ページ番号 １３１ 

 

※５：居宅介護における「運転時

間」、行動援護における「減

算」、施設入所支援、宿泊型

自立訓練における「地域移行

加算」、旧法（入所／通所／

通勤寮）における「退所時特

別支援加算」、旧法（通所）

／就労継続／就労移行にお

ける「施設外支援」に関して

は設定項目を設けている為、

備考欄への設定は必要ない。

１ １３１ 

ページ番号 １３１ 

 

※５：居宅介護、同行援護におけ

る「運転時間」、行動援護にお

ける「減算」、施設入所支援、

宿泊型自立訓練における「地

域移行加算」、旧法（入所／通

所／通勤寮）における「退所

時特別支援加算」、旧法（通所）

／就労継続／就労移行におけ

る「施設外支援」に関しては

設定項目を設けている為、備

考欄への設定は必要ない。 

１ 

２４ １３１ 

－ 

１ １３１ 

ページ番号 １３１ 

※７:同行援護において、3級ヘル

パー等であっても減算対象となら

ない者が同行援護を行った場合に

ついては、「11：１・２級等」を設

定する。を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２５ － 

－ 

１ 
１３１

－１ 

ページ番号 １３１－１ 

Ｎｏ．２４の修正に伴い追加 １ 

２６ ２８６ 

ページ番号 ２８６ 

項番３８、３９の必須入力 

J131：空白 
１ ２８６ 

ページ番号 ２８６ 

項番３８、３９の必須入力 

J131：○に変更 
１ 

２７ ２８６ 

ページ番号 ２８６ 

項番３９の内容 

実績記録票に記載された実費算

定額を設定する 

１ ２８６ 

ページ番号 ２８６ 

項番３９の内容 

実費算定額を設定する 
１ 

２８ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番２９の内容 

サービス種類ごとに実績記録票

の実費算定額を設定する 

１ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番２９の内容 

サービス種類ごとに算定する日数

を設定する 

１ 

２９ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番３０、３１の必須入力 

J131：空白 
１ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番３０、３１の必須入力 

J131：○に変更 
１ 

３０ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番３１の内容 

サービス種類ごとに利用者が負

担する実費の額を設定する 

１ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番３１の内容 

サービス種類ごとに実費算定額を

設定する 

１ 

 


